
障
害
児
通
所
給
付
決
定
の
実
態
等
に
係
る
調
査
（
問
２
の
対
象
者
の
イ
メ
ー
ジ
）

平
成
3
0
年
４
月
か
ら
令
和
２
年
４
月
に
か
け
て
、
継
続
的
に
給
付
決
定
が
さ
れ
て
い
た
児
童
と
は
、
例
え
ば
以
下

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
な
り
ま
す
。

・
給
付
決
定
期
間
に
切
れ
目
な
く
給
付
決
定
が
さ
れ
て
い
る
児
童
で
、

・
H
3
0
.4
、
H
3
1
.4
、
R
2
.4
の
３
つ
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時
点
が
給
付
決
定
の
有
効
期
間
に
な
っ
て
い
る
児
童
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２
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以
下
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
対
象
と
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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調
査

：
５
領
域
1
1項

目
の
調
査

調
査

調
査

調
査

回
答
い
た
だ
く
５
領
域
1
1
項
目
の
調
査
結
果
は
H
3
0
.4
.1
、
H
3
1
.4
.1
、
R
2
.4
.1
の
各
時
点
に
お
け
る
直
近
の

調
査
結
果
に
な
り
ま
す
。
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果
を
、
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3
0
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時
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調
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結
果
と
し
て
回
答
す
る
。
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時
点
の
調
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結
果
と
し
て
回
答
す
る
。
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ケ
ー
ス
③
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を
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H
3
1
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時
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の
調
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と
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す
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こ
こ
で
の
調
査
は
回
答
対
象
に
な
ら
な
い
。

ケ
ー
ス
④

H
3
0
.4

R
2
.4

H
3
1
.4

給
付
決
定
期
間

H
3
1
.4
.1
～
R
2.
3
.3
1

給
付
決
定
期
間

R
2
.4
.1
～
R
3
.3
.3
1

給
付
決
定
期
間

H
3
0
.4
.1
～
H
3
0
.1
1
.3
0

給
付
決
定
期
間

H
3
0
.1
2
.1
～
H
3
1
.3
.3
1

調
査

調
査

調
査

H
3
1
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の
更
新
時
に
調
査
を
行
わ
な
い
場
合
、
こ
こ
で
の
調
査
結
果
を

H
3
1
.4
.1
時
点
の
調
査
結
果
と
し
て
回
答
す
る
。
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＜問２の集計結果＞

○　調査対象市：34市

○　回答市：34市（うち、問２対象市：23市）

○　調査対象人数：230人

○　調査対象時点：平成30年、平成31年、令和２年のそれぞれ４月１日

自治体名 未就学児（人） 就学児（人） 未就学児（人） 就学児（人）

Ａ市 5 5 5 5

Ｂ市 3 4 5 5

Ｃ市 3 5 5 5

Ｄ市 4 4 5 5

Ｅ市 4 4 5 5

Ｆ市 5 4 5 5

Ｇ市 5 4 5 5

Ｈ市 5 5 5 5

Ｉ市 4 5 5 5

Ｊ市 2 5 5 5

Ｋ市 5 2 5 5

Ｌ市 4 4 5 5

Ｍ市 5 5 5 5

Ｎ市 5 5 5 5

Ｏ市 4 2 5 5

Ｐ市 5 4 5 5

Ｑ市 4 5 5 5

Ｒ市 5 5 5 5

Ｓ市 3 1 5 5

Ｔ市 5 5 5 5

Ｕ市 5 5 5 5

Ｖ市 5 5 5 5

Ｗ市 5 4 5 5

合計 23自治体 100人 97人 115人 115人

87% 84％

給付決定の実態に係る調査の集計結果（重点９）

状態変化があった
児童の割合（%）

状態変化があった児童数 調査対象児童数（母数）

政令市

一般市
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